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≪建物概要≫

≪設計概要≫
　建て替えによる、母と息子夫婦、子供 2人が住まう空間を設計しました。敷地は前面道路が狭く、周囲は
住宅に囲まれていましたが、周囲の建物は平屋が多く間隔も広めだったので、「抜け」を利用して光や風を
空間に取り込み、気持ちを開放できる空間にしたいと思いました。
　僕が住宅設計において必ず自分に問いかけるようにしている言葉があります。それは、「不健康でない
か？不自然でないか？」です。また、人は身に着けるもの、身を置く環境でモチベーション、生活の質が劇
的に変化すると思います。住宅の場合、その影響は特に大きいと思うので特に気を使います。
　今回は、特にお母様の居場所に気を使いました。この住宅の「核」にあるのは「中庭」です。これが家族
の「絆」を象徴しています。
　家族が無意識に・・・。しかし常に感じる空間。お互い無理をせず、自然体で寄り添ってほしい・・・。
そんなメッセージを僕はこの「中庭」に込めました。
　毎日の家事でのストレスが少しでも軽減できるよう、プランはもちろん「回遊動線」。動線上には適宜、
収納や作業スペースを設け、一連の動作で生活ができるように工夫しています。
　そんな間取りを立体的に整えたのが外観となって現れるのですが、出来るだけ優雅に、また周囲に良い環
境を提供できるような建物の「建ち方」になるようにディテールを詰めるとともに、周囲へ空きを提供する
ような配置計画となっています。何度も何度も米子に通っていると、不思議と無意識に遠く「大山」を意識
するようになるんです。そんな霊峰に感化されました。
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＜月　間　行　事＞
� 平成30年1月1日～平成30年1月31日　
⃝1月5日　　新年挨拶回り	
⃝1月8日　　総合資格学院広島校平成29年度合格祝賀会
　　　　　　　　　　於：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島� 河原専務理事出席
⃝1月10日　　広島県消費生活課建築相談　　　　於：広島県生活センター� 苗村住宅委員出席
⃝1月11日　　（一社）日本塗装工業会広島県支部塗料業界新年互礼会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：メルパルク広島� 井川副会長出席
⃝1月12日　　新年互礼会
　　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 来賓43名・正会員69名・賛助会員80名出席
⃝1月13日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝1月15日　　（一社）日本電設工業協会中国支部及び（一社）広島電業協会新年名刺交換会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 車田副会長出席
⃝1月17日　　情報・編集委員会
⃝1月18日　　住宅委員会
⃝1月19日　　教育委員会
　　　　　　　（一社）日本建築構造技術者協会中国支部賀詞交歓会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：メルパルク広島� 衣笠副会長出席
⃝1月20日　　岸田文雄後援会新年互礼会
　　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 小西会長・衣笠政研会長出席
⃝1月22日　　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：福山市市民参画センター� 25名出席
⃝1月23日　　第3回空き家活用対策推進協議会兼空き家活用勉強会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：広島県庁自治会館� 高橋住宅委員長出席
　　　　　　　情報・編集委員会青年部会
　　　　　　　（一社）広島県設備設計事務所協会新年互礼会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：パルテ� 衣笠副会長出席
⃝1月24日　　マンション計画修繕部会
⃝1月25日　　広島市住宅相談　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
⃝1月27日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝1月29日　　技術委員会
　　　　　　　創業・開設永年継続企業の表彰を祝う会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：ホテルグランヴィア広島� 車田副会長出席
⃝1月30日　　賛助会員部会

＜今後の行事予定＞
⃝2月2日　　第35回協会親睦ボウリング大会　　　　　　　　　　　　　　於：ヒロデンボウル
⃝2月9日　　正副委員長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：メルパルク広島
⃝2月19日　　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会　　　於：広島商工会議所
⃝2月20日　　管理建築士講習
⃝2月23日　　三役会・理事会
⃝3月30日　　三役会・理事会
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平成30年の新春を迎え1月12日の金曜日1７：30より、広島市中区のリーガロイヤルホテル広島に於
いて当協会恒例の新年互礼会を開催しました。
ご来賓には、湯﨑英彦広島県知事、松井一實広島市長、岸田文雄衆議院議員、山木靖雄広島県議会
議長、高山博州広島県議会議員、小林秀矩広島県議会議員並びに国・県・市の建築行政機関、建築関
係団体、業界マスコミ関係者等多数の方々、総勢192名の参加者のもとに盛大に開かれました。
小西郁吉会長は年頭の挨拶で、「今年度は広島県と広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に関する
協力協定を締結したこと、空き家対策について昨年度の広島県に引き続き、広島市とも空き家等に対
する協定を結んだこと、これからも関係官庁や団体等と連携しながら建築物の安全・安心の促進に努
め、建築設計・工事監理のプロフェッショナル集団として社会的役割を果たし、建築士事務所の社会
的地位の向上を目指す。」と述べ、引き続き、湯﨑英彦広島県知事、松井一實広島市長、岸田文雄衆議
院議員、山木靖雄広島県議会議長、高山博州広島県議会議員、小林秀矩広島県議会議員から当協会へ
の期待と激励を込めた丁重なご祝辞をいただきました。
そして元廣清志広島県建築士会会長の乾杯のご発声で祝宴に入りました。和やかな雰囲気のもと、
県内の建築設計関係者が活気あふれる年になるよう、新年の決意を新たにお互いの発展を誓いまし
た。そして当協会�衣笠准一副会長の閉会挨拶により、盛会裡に終えることができました。御参加いた
だいた皆様に感謝を申し上げますと共に、運営にあたりご協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げま
す。

平成30年　新年互礼会を終えて

総務渉外委員会

新年のあいさつを行う小西郁吉会長
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ご来賓の皆様からの祝辞

湯﨑英彦広島県知事

岸田文雄衆議院議員

高山博州広島県議会議員

小林秀矩広島県議会議員

松井一實広島市長

山木靖雄広島県議会議長

元廣清志建築士会会長による乾杯のご発声

衣笠准一副会長による閉会のあいさつ
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（一社）広島県建築士事務所協会・（公社）日本建築家協会中国支部
合同ゴルフコンペ　第１91回

成　績　表

　（一社）広島県建築士事務所協会・（公社）日本建築家協会中国支部合同コンペ　第191回が平成29
年12月９日(土)に広島ゴルフ倶楽部鈴ヶ峰コースで開催され、今回は29名の方にご参加いただきました。
　成績表は次のとおりです。�当日は寒空の下でしたが熱いプレーが繰り広げられ、今回は㈱長崎塗装
店の長崎和孝さんが久しぶりに優勝されました。誠におめでとうございます。
　次回も多くの方々に、ご参加いただければと思います。初参加の方も大歓迎です。

ゴルフ部会長：衣笠　准一

ネット
順位 氏　名 所　属 NET

1 長 崎 和 孝 ㈱ 長 崎 塗 装 店 ７1.6�
2 衣 笠 准 一 ㈱ 近 代 設 計 コ ン サ ル タント ７2.4�
3 藤 原 明 治 ㈱ ア マ ノ 広 島 支 店 ７3.0�
4 車 田 　 聡 ㈱ 車 田 建 築 設 計 事 務 所 ７3.0�
5 梅 田 一 成 梅 田 ㈱ ７3.0�
6 岡 本 省 三 ㈱ コ ン ス テ ッ ク 広 島 支 店 ７3.2�
７ 中 崎 隆 之 美 和 ロ ッ ク ㈱ 広 島 営 業 所 ７4.4�
8 加 川 順 一 Ｓ Ｇ エ ン ジ ニ ア リ ン グ ㈱ ７5.6�
9 土 本 恭 則 ㈱ 石 﨑 本 店 ７5.6�
10 奥 山 　 光 日 本 ド ア ー チ ェ ック 製 造 ㈱ ７5.8�
11 折 出 和 之 折 出 産 業 ㈱ ７6.0�
12 松 田 卓 穂 オ リ ッ ク ス グ ル ー プ ７6.2�
13 杉 本 宝 祥 三 協 立 山 ㈱ 三 協 ア ル ミ 社 ７７.2�
14 瀧 内 義 之 ㈱ 広 島 三 友 ７７.6�
15 寺 田 博 之 大 和 リ ー ス ㈱ ７７.6�
16 伊 藤 智 宏 大 旗 連 合 建 築 設 計 ㈱ ７8.6�
1７ 守 下 　 裕 ㈱ ストーンオフィス・モリシタ ７9.0�
18 有 川 　 尚 ㈱ 大 本 組 広 島 支 店 ７9.0�
19 元 廣 洋 介 ㈲ 元 廣 建 築 設 計 事 務 所 ７9.0�
20 濱 本 俊 樹 ㈱ テ ィ ー エ ス ・ ハ マ モ ト ７9.8�
21 山 根 見 德 ㈱ シ ー ズ 一 級 建 築 士 事 務 所 80.0�
22 三 好 修 平 ㈱ 西 建 設 計 広 島 支 店 80.0�
23 池 田 潤 平 ㈱ 東 建 ジ オ テック 広 島 支 店 80.0�
24 田 上 　 実 ㈱ 西 建 設 計 広 島 支 店 81.0�
25 豊 田 隆 雄 ㈱ Ｋ 構 造 研 究 所 82.6�
26 森 田 宗 平 大 和 リ ー ス ㈱ 84.6�
2７ 河 原 直 己 （一社）広島県建築士事務所協会 89.0�
28 井 上 英 樹 新 日 本 建 設 ㈱ 95.0�
29 平 本 和 則 ㈱ 東 建 ジ オ テック 広 島 支 店 9７.0�
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１．主催者 

（一社）広島県建築士事務所協会・（一社）日本建築士事務所協会連合会 

 

2．開催日時・会場・定員  

◆広島会場 

開催日時 平成３０年２月１９日（月） 9：30 ～ 16：１0（受付 9：00～） 

会  場 
広島商工会議所 １０１会議室 

広島市中区基町５番４４号 （TEL ０８２-２２２-６６３１） 

定  員 １００名 

 

3．受講対象者 

広島県内に建築士事務所を開設する次の各号の開設者及び管理建築士 

①平成３０年４月から平成３１年３月までに建築士事務所登録を更新する建築士事務所 

②平成２９年１月から平成 2９年１２月までに新規に建築士事務所登録をした建築士事務所 

③この研修会の受講を希望する建築士事務所 

 

≪ 主 旨 ≫ 

本研修会は、法定団体である一般社団法人広島県建築士事務所協会及び一般社団法人日本建築士事

務所協会連合会が、建築士法第 27 条の 2 第 7 項、並びに広島県の「建築士を対象とする講習の指

定に関する規定」による知事指定に基づく研修として実施するものです。 

建築士事務所の業務に責任をもち契約締結者となる開設者と、建築士事務所を管理し技術的事項を

統括する管理建築士は、建築士事務所の運営はもとより業務委託者に対する責任を負っており、

社会変化に応じた最新の法制度や技術等に精通し、その資質を維持向上していくことが求められてい

ます。 

本研修会は、建築士事務所の管理・運営を適切に進める上で把握しておくべき重要事項を網羅

した内容となっており、５年ごとの事務所登録の更新の機会に合わせて受講することで、資質の

維持向上を図り、業務委託者の期待に応えるべく業務の適正化や建築物の質の向上等を目指す

ことを目的としています。 

※本研修会は、法定講習(建築士法第 22 条の 2 に基づく「建築士定期講習」及び

同第24条第2項に基づく「管理建築士講習」)ではありません。 

≪県知事指定≫ 

建築士法第 27条の 2第７項に基づく 

開 設 者 ・ 管 理 建 築 士 の た め の
建 築 士 事 務 所 の 管 理 研 修 会 

（広島会場） 
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４．受講料 

(一社)広島県建築士事務所協会会員 １３,０００円 

税込価格・テキスト代込 

一   般 １６,０００円 

※定員に達してお断りする場合を除き、当日欠席した場合でもお支払いいただいた受

講料の返金はいたしません。 

 

５．申込方法 

裏面の申込書に必要事項を記入の上、受講料を下記口座に振り込み、払込領収書の写しと申込

書を一緒にＦＡＸにてお送り下さい。折り返し受講票を FAX にてお送り致します。受講料、

申込書を協会に直接御持参頂いても受付致します。 

申込書は当協会のホームページ (http://www.h-aaa.jp) からもダウンロードできます。 

 

【振 込 先】  広島銀行 八丁堀支店 

普通預金 口座Ｎｏ．１０１９２７４ 

口 座 名 一般社団法人 広島県建築士事務所協会 

※振込料は受講者負担でお願いいたします。 

 

 

６．申込期限 ※定員に達し次第受付を締め切ります 

◆広島会場  平成３０年２月１５日（木） 

 

７．お問い合わせ及び申込先 

一般社団法人 広島県建築士事務所協会 

〒７３０－００１３ 広島市中区八丁堀５－２３ オガワビル２Ｆ 

ＴＥＬ ０８２－２２１－０６００  ＦＡＸ ０８２－２２１－８４００ 

 

８．CPD単位 

本研修会は、建築 CPD情報提供制度の認定プログラム（特別認定講習・５単位）となります。 

CPD単位を申請希望の方は、講習会当日に CPD番号がわかるものをご持参ください。 

 

９．その他 

・研修会の受講者に「受講証明書」を交付いたします。 

・必ず本人が受講してください。代理人の受講は認められません。 

・本講習会は、法定講習（建築士法第 22条の 2に基づく「建築士定期講習」及び同第 24条

第 2項に基づく「管理建築士講習」）ではありません。 
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１０．時間割・内容 

時間 DVD 科目（内容） 講師 

９：００～９：３０  受付  

９：３０～９：４０ 
（１０分） 

 受講説明、本研修会の趣旨について 
広島県建築士事務所協会 
事務局 

９：４０～９：４５  挨拶 広島県 

９：４５～１０：３０ 
（４５分） 

 地域編  広島県 担当者 

１０：３０～１０：４０  休憩  

１０：４０～１１：１５ 
（３５分） 

第 1章  
第 1章の 2 

第 1章 
建築士事務所の業務と展望 

広島県建築士事務所協会 
藤本 誠二 

１１：１５～１１：５０ 
（３５分） 

第 2章の 1 
第 2章の 2の 
途中まで 

第 2章 
これからの建築士事務所経営 
 1.設計・監理業務の基本的な流れ 

広島県建築士事務所協会 
藤本 誠二 

１１：５０～１２：４０  昼休憩  

１２：４０～１３：２５ 
（４５分） 

第 2章の 2の 
途中から 
第 2章の 3 

第 2章 
これからの建築士事務所経営 
 2.事務所経営と承継・人材育成 

広島県建築士事務所協会 
福山 雅也 

１３：２５～１３：３５  休憩  

１３：３５～１４：４０ 
（６５分） 

第 3章の 1 
第 3章の 2 

第 3章 
 建築技術の新しい動向 

広島県建築士事務所協会 
福山 雅也 

１４：４０～１４：５０  休憩  

１４：５０～１６：００ 
（７０分） 

 
第 4章 
トラブル対応とリスク管理 

日事連サービス 
 中川 孝昭 

１６：００～１６：１０ 
 受講証明書の交付及び 

理解度チェック問題解答配布 

 

 

１１．会場案内図 

◆広島会場  

 

＊広島商工会議所には、駐車場・駐

輪場はありません。公共交通機

関、または近隣の駐車場・駐輪場

をご利用ください。 
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（一社）広島県建築士事務所協会 行  ＦＡＸ（０８２）２２１－８４００  受講番号※ 

平成 29 年度 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会 
受 講 申 込 書 

※事務局で記入しますの
で、何も記入しないでく
ださい。 

一般社団法人広島県建築士事務所協会 殿 

下記の通り標記研修会の受講を申込みます。 （申込日）平成  年  月  日 

受

講

者 

氏

名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 性 別 生 年 月 日  

 男・女 
大正・昭和 

平成 
年  月  日 

建築士事務所代表者 
（開設者） 

１．開設者である      ２．開設者でない 

管理建築士 １．管理建築士である    ２．管理建築士でない 

建築士資格及び 
建築士登録番号 

１．一級建築士 ２．二級建築士 ３．木造建築士 ４．無資格 

第       号 （     ）知事登録 第      号  

建
築
士
事
務
所 

建 築 士 
事 務 所 
名 称 

（ﾌﾘｶﾞﾅ） 事務所資格区分 

 １．一級 ２．二級 ３．木造 

建 築 士 
事 務 所 
所 在 地 

〒    － 

市・区・町 

電 話 －     － Ｆ Ａ Ｘ －     － 

Ｅメール ＠ 

最新の事務所登録年月日 
及び建築士事務所登録番号 

平成   年   月   日 広島県知事登録   （  ）第      号 

受 講 料 
（税込/テキスト代含む） 

(一社)広島県建築士事務所協会 の 
１．会員である（１３,０００円）  ２．会員でない（１６,０００円） 

希 望 会 場 １．広島会場（平成 30年 2月 19日） 

注 意 
①太枠内はもれなく正確にご記入下さい。（この申込書により受講証明書を作成し、受講履歴等を管理します。）   
②項目に選択項目又は番号がある場合は受講者の講習日現在として必要箇所または番号を○印で囲んで下さい。 
③申込方法は、開催案内をご覧の上、指定の方法でお申し込み下さい。 
④Ｅメール欄への記入は任意です。 
⑤ＦＡＸにて受講券をお送りいたします。テキスト等は、当日会場受付にて配布しますので、受講券を必ずお持
ち下さい。 

個人情報の取り扱いについて 
受講申込書により取得した受講者に係る個人情報は、(一社)広島県建築士事務所協会及び(一社)日本建築士
事務所協会連合会が研修会を実施するにあたり、受講履歴の管理、受講証明書の発行及び研修会の案内を行
うためのみに利用します。 

＊ 払込領収書貼付欄 ＊ 

 

【振 込 先】  広島銀行 八丁堀支店 

普通預金 口座Ｎｏ．１０１９２７４ 

口 座 名 一般社団法人 広島県建築士事務所協会 

※振込料は受講者負担でお願いいたします。 

※インターネットバンキングで振込まれた場合は、振込受付画面を 

プリントアウトし送信してください。 
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賃 貸 住 宅 を 地 震 に 強 く し た い

1

長期・固定金利で賃貸住宅経営をサポート

法人のお客さまも利用が可能

保証機関の利用が可能
※ 法人を連帯保証人とされる場合は、保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関
の保証をご利用いただけます（保証機関の保証をご利用の場合は、別途保証料が必要となります。また、保証機関
による審査の結果、ご利用いただけない場合があります。）。

特長
１

特長
２

特長
３

機構の賃貸住宅融資には３つの特長があります

返済期間 融資金利

１０年以下 年 ０．３０％
１１年以上２０年以内 年 ０．６１％

※ お申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。
※ 融資金利は、原則として毎月改定します。金利に関する条件の詳細及び最新金利は、機構ホームページ（http://www.jhf.go.jp） 又は
４ページ＜お問合せ先＞でご確認ください。

融資の適用金利（１月４日時点）

融資額について

※ 国、地方公共団体等から工事費に対する補助金等を受けられる場合は、当該補助金等の相当額が機構の融資額から減額されることがあります。
※ 審査の結果、融資をお断りしたり、希望融資額を減額する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

住宅の規模：賃貸住宅 20戸 
 工 事 費：10,000万円 (耐震リフォ－ム、外壁塗装) 

 １戸当たりの融資限度額 1,000 万円 × 20戸 20,000 万円 

  

工事費 × ８０％ 8,000 万円 
 

いずれか低い額 ＝ 8,000万円 

融資額の限度（10万円未満切捨て） 

「融資の対象となる工事費の80％」と「融資限度額」を比較して、
いずれか少ない額（10万円単位）が限度となります。

【賃貸住宅リフォーム融資（耐震改修）の融資限度額の計算例】

このリーフレットでは、耐震改修工事を行う際の賃貸住宅リフォーム融資（耐震改修）をご説明しています。
機構の賃貸リフォーム融資には、このほか賃貸住宅リフォーム融資（省エネ）があります。
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（１）「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な指針」（平成18年国土交通省告示184号）
に基づく耐震診断の結果、同指針別添の別表第６の（３）の指標に適合させる工事
（国土交通大臣が同指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法（※）により、同等以上の安全性を有することが確認
されたものを含みます。）

※ （一財）日本建築防災協会が作成した「既存コンクリート造建築物の耐震診断基準」への適合を確認する方法等があります。

（２）「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123号）」に定める計画の認定を受けた改修
計画に従って行う耐震改修工事※

※ 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める計画の認定を受けた改修計画に従った耐震改修工事を行う場合は、機構に対する
工事計画審査申請を行う前に、都道府県・市町村に認定通知書の交付申請を行い、認定通知書の交付を受けていただく必要があります。

（３）上記の工事以外についても対象となる場合がありますので、機構ホームページ（http://www.jhf.go.jp）
又は４ページ＜お問合せ先＞でご確認ください。

平成30年１月作成2

対象となる工事について

耐震性が不足している住宅について、次の（１）～（３）のいずれかに該当
する工事が対象となります。

※ 実施する工事が賃貸住宅リフォーム融資（耐震改修）の技術基準に適合することを確認させていただきます。着工前に４ページ
＜お問合せ先＞に記載の支店へ工事計画審査の申請をしてください。

手続の流れ

融
資
の
お
申
込
み

申
込
内
容
の
審
査

融
資
の
承
認

工
事
計
画
審
査
の
申
請※

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
着
工

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
の
完
了

工
事
費
精
算
報
告

工
事
完
了
検
査

融
資
額
の
確
定

融
資
の
契
約

融
資
金
の
受
取

【耐震リフォーム工事の施工事例写真（梁・壁部分）】

【「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な指針」別添の別表第６の（３）】

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性

（３） Isが0.6以上の場合で、かつ、ｑが1.0以上の場合 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

構造耐震指標及び保有水平体力に係る指標

　この表において、Is及びｑは、それぞれ次の数値を表するものとする。
Is　各階の構造耐震指標         ｑ　各階の保有水平耐力に係る指標 求められる性能値

参考

共同建て、重ね建てまたは連続建て

耐火構造または準耐火構造

建 て 方

構 造
省令準耐火構造は対象となります。

耐震リフォーム後の賃貸住宅の要件

※ 耐震改修工事と併せて行う工事「増築工事」、「改築工事」、「修繕等の工事」についても融資の対象となります。
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お申込みの主な要件

お申込みい
ただける方
の主な要件

(1) 個人（日本国籍の方又は永住許可等を受けている外国人の方）又は法人
(2) 賃貸住宅を返済期間を通じて適切に経営し、確実なご返済が見込まれる方
(3) 融資の返済に関し、十分な保証能力のある法人又は個人（法人によるお申込みの場合でその法

人の経営者の方に限ります。）の連帯保証人をつけていただける方
法人を連帯保証人とする場合は、十分な保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が

承認している保証機関をご利用いただけます。

※ 法人のお申込みの場合で、機構が必要と認めるときは、法人の代表者と連名によりお申込みいただける方が要件となります。
※ 法人の代表者（経営者）を連帯債務者とせずに融資をご希望される場合は、 ＜お問合せ先＞にご相談ください。

なお、審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ このほか、お申込みいただける方の要件がありますので、詳細は、機構ホームページ（http://www.jhf.go.jp）又は４ページ
の＜お問合せ先＞でご確認ください。

資 金 使 途 耐震改修リフォーム及びこれと同時に行うリフォームに必要な資金

※ 融資の対象となる工事に係るリフォーム工事費に限ります。

返 済 期 間 20年以内（１年単位）

返 済 方 法 元利均等毎月払い又は元金均等毎月払い

抵 当 権 融資の対象となる建物及び敷地に、機構のための第１順位の抵当権を設定していただきます。

※ 敷地の権利が定期借地権等の賃借権の場合は、登記された賃借権に機構のための第１順位の質権を設定していただきます。
※ 土地や建物に既に抵当権が設定され、機構のために第１順位の抵当権が設定できない場合であってもご融資が可能な場合
があります。
※ 土地・建物の評価、収支計画等を審査した結果、融資の対象となる建物・敷地以外に担保を提供していただく場合があります。
※ 抵当権の設定費用（登録免許税、司法書士報酬等）は、お客さまのご負担となります。

保 証 人 保証能力のある法人又は個人（申込人が法人の場合における当該法人の経営者に限ります。）の連
帯保証人をつけていただきます。

※ 機構による審査の結果、お申込みいただいた連帯保証人をお認めできない場合があります。
※ 法人を連帯保証人とされる場合は、保証能力のある法人のほか、お申込みの時点で機構が承認している保証機関の保証を
ご利用いただけます（保証機関の保証をご利用の場合は、別途保証料が必要となります。また、保証機関による審査の結果、
ご利用いただけない場合があります。）。

火 災 保 険 返済終了までの間、融資の対象となる建物に、損害保険会社の火災保険又は法律の規定による火災
共済を付けていただきます。

※ 火災保険料はお客様のご負担となります。

融資手数料 融資手数料は不要です。

繰 上 返 済

手 数 料
繰上返済手数料は不要です。

資 金 の
受 取 り

融資のご契約及び抵当権の設定登記が完了した後の一括交付となります。

申 込 受 付
期 間

平成29年4月21日（金）～平成30年3月16日（金）

※ 申込受付期間は、受付の状況によって、年度途中に見直すことがあります。

（１）お申込時に融資の条件を満たしている場合であっても、ローンの延滞履歴がある等の返済に懸念がある方につ
いてはご融資をお断りすることやご希望の融資額から減額することがありますので、あらかじめご了承ください。

（２）お申込みに当たり、お客さま（申込人、連帯債務者及び連帯保証人）の個人信用情報が機構の加盟する個人信
用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に登録されている場合は、その個人信用情報を機構における
審査に利用します。また、融資の内容を機構の加盟する個人信用情報機関に登録します。

（３）反社会的勢力である方からのお申込みは一切お断りします。また、後日、反社会的勢力であることが判明した
場合は、直ちに手続を中止し、ご融資はいたしません。

融資の注意事項
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4融資制度の詳細は、機構ホームページ（http://www.jhf.go.jp）又は＜お問合せ先＞でご確認ください。

住宅金融支援機構 中国支店
まちづくり業務グループ
０８２–２２１–８６５３

※ 営業時間は、毎日9:00～17:00（土日、祝日、年末年始を除く。）です。

＜お問合せ先＞

＜参考＞賃貸住宅リフォーム融資（省エネ）のご紹介

賃貸住宅についてのリフォーム融資は、耐震改修リフォームの他、省エネリフォームが対象となる融資があります。

急激な室温変化による “ヒートショック”を防止するためには、
住まいの断熱性能を高くして、“温度のバリアフリー” を！

改善率 ＝
転居後に症状が出なくなった人

転居前に症状が出ていた人

いずれの症状も、断熱グレード（性能）が高いほど改善率は高くなっています。

断熱グレード：サッシとガラス枚数から推定
グレード３：アルミサッシ＋単板ｶﾞﾗｽ（等級３相当）
グレード４：アルミサッシ＋複層ｶﾞﾗｽ（等級４相当）
グレード５：樹脂サッシ＋複層ｶﾞﾗｽ（等級４超相当）※相当する等級はいずれもⅣ地域の場合

「飲酒を控える」「運動をする」「喫煙を控える」という生活習慣と、「高断熱化」
が、各症状の改善に寄与する割合を示したグラフ
「気管支喘息」「アトピー性皮膚炎」「手足の冷え」など、多くの症状について、
高断熱化が、健康改善に大きく寄与しています。

住宅の「断熱性能を高める」ことにより、健康面でのメリットにつながることが調査結果で明らかになっています。

出典：高断熱住宅の健康影響度調査（約２万人のアンケート調査結果を分析）近畿大学建築学部岩前研究室より（2011年）

健 康 改 善 率 に 対 す る
生活習慣と高断熱の寄与割合

転居した住まいの断熱性能
に 応 じ た 健 康 改 善 率

対象となる省エネリフォームは、リフォーム後の賃貸住宅が、次のいずれかに該当する住宅であることが必要です。
① 断熱等性能等級４の住宅
② 一次エネルギー消費量等級４以上の住宅

※ そのほか、リフォーム後の賃貸住宅の要件及びお申込みの要件がありますので、詳細は、機構ホームページ（http://www.jhf.go.jp）又は
下記の＜お問合せ先＞でご確認ください。

返済期間 融資金利

１０年以下 年 ０．５８％
１１年以上２０年以内 年 ０．８６％

融資の適用金利（１月４日時点）

入浴中の急死は
全国で年間約14,000人！（平成11年度）

出典：東京都健康長寿医療センター研究所
「高齢者の入浴事故はどうして起こるのか？ -特徴と対策-」

安全で快適な住まいのためには、断熱性能を高く
して、寒い冬場でもお風呂や脱衣室、トイレなど
の室温が低くならないようにしましょう！

ヒートショックとは・・・急激な室温変化に伴って起きる体調不良

※ お申込み時の金利が適用される「全期間固定金利」です。
※ 融資金利は、原則として毎月改定します。金利に関する条件の詳細及び最新金利は、機構ホームページ（http://www.jhf.go.jp）又は
４ページ＜お問合せ先＞でご確認ください。
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

9
対象建築物

用 途：特別養護老人ホーム（改修工事）

構 造：鉄筋コンクリート造 地上２階建

延床面積：3,629.45㎡

改修完了後4ヶ月経って、食堂（約250㎡）の床フローリングが浮き上がってしまった。

事故の現象

事故原因

温水床暖房があるため、釘打ちしていない既存フローリングの上に長尺塩ビシートを貼ったことにより、事故

が発生した。

補修内容と支払い保険金

既存フローリングを撤去し、床モルタルでレベル調整し、仕上げ材を貼った。

１．申告損害額 ： ４５０万円

２．認定損害額 ： ３００万円

※床モルタル塗り費用は追加工事として、これを否認した。

３．賠償責任額 ： ３００万円（設計者責任１００％）

４．支払保険金 ： 賠償責任額３００万円－免責金額１０万円＝２９０万円

配慮すべきポイント

• 既存フローリングの上に合板を敷き込むか、もしくは既存フローリングを全面的に撤去しセルフレべリング

材を打設した上で、長尺塩ビシートを貼るべきであった。

• 改修工事においては、既存状況を十分把握し、材料の特性を配慮して最適な工法を選定する必要である。

床フローリングに浮きが発生

9
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

10
対象建築物

用 途：公民館（新築工事）

構 造：鉄骨造 平屋建

延床面積：406.24㎡

竣工直後より、土間コンクリートの沈下が発生し、天井と壁の取合い部に隙間が生じたり、建具の開閉が困難

になるといった不具合が次々と発生した。

事故の現象

事故原因

ボーリング柱状図を確認した際に、Ｎ値ゼロのモンケン自沈層が点在する軟弱地盤であることを看過し、安易

に土間コンクリートを採用したことが今回の事故につながった。

補修内容と支払い保険金

特殊樹脂を土間コンクリート下の隙間部分に注入し、化学反応による樹脂の膨張力を利用して沈下を修正した。

１．申告損害額 ： ６００万円

２．認定損害額 ： ６００万円

３．賠償責任額 ： ４２０万円（設計者責任１００％のうち、元請設計者責任７０％）

※協力構造設計事務所責任を３０％とした。

４．支払保険金 ： （賠償責任額４２０万円－免責金額１０万円）×６０％＝２４６万円

※地質・地形もしくは地盤の組織にかかわる事故であることから、６０％の縮小支払割合を適用。

※非会員事務所契約では、縮小支払割合は５０％となる。

配慮すべきポイント

軟弱地盤に建物を設計する場合には、地盤改良工法の検討や構造スラブの採用等、沈下に対して十分な配

慮をした設計が必要である。

土間コンクリートの沈下

10
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法律に関するトラブル 

困ってませんか？  
 

あなたの事務所のリスク管理を協会が支援します！ 
 

 
 

 

建築設計・監理業務の法律関係のことでお困りの方、当協会の委託法律事務所が

無料で相談に応じます。 
 
※ 協会正会員に限ります。 

※ 委託法律事務所 ： 弁護士法人広島みらい法律事務所 

※ 相談に限り無料です。解決に向けて事件の受任を依頼する場合などは有料です。 

※ 委託法律事務所と利害関係のある案件を除きます。 
 

弁護士と面談までの手順～手続き簡単～ 

ステップ 1 ≪事務所協会で受付≫ 

① 広島県建築士事務所協会へ電話してください。 

② 事務所名、担当者名をお聞きします。 

※相談の内容については、事務所協会ではお聞きしません。 

まずは電話 082-221-0600 広島県建築士事務所協会まで 

 

ステップ 2 ≪法律事務所と電話でアポイント≫ 

あなたから委託法律事務所へ直接、電話していただきます。 

① 相談したい内容をお話しの上、面談の日時と場所を決めます。 

② 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、大竹市、尾道市）です。 
 

ステップ 3 ≪弁護士と面談≫ 

① 委託法律事務所内において、弁護士と相談をしてください。 

※相談内容の詳細については法律事務所限りとし、事務所協会への報告は必要あ 

りません。 

建築士事務所のための法律相談窓口 
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取組のきっかけは
新オフィスへの移転

生産性・創造性を意識した
働き方をお客さまへ発信

平成29年、おりづるタワー 7階の新オフィ
スに移転した。「新オフィス」は、コクヨマーケ
ティングがプロデュースする最新鋭のモデル
オフィスとしても位置付けており、設計コン
セプトは、「共創力を高めるオフィス」。中国
支社を統括する三吉支社長は、「“コクヨ”と
いうと、ノートや事務用品などの商品を思い

共創力の活性化で、
働く人が主役となる働き方改革を

コクヨマーケティング株式会社
中国支社

働き方改革優良事例

〒730-0051 広島市中区大手町1-2-1 おりづるタワー 7F
所在地

従業員数
40名（男性33名、女性7名）

事業内容
紙製品・文房具・鋼製家具・事務機器等の売買

企業URL
http://www.kokuyo-marketing.co.jp/

浮かべる方が多いのですが、弊社では「オ
フィス全体」のプランもお客さまへご提案し
ています。新オフィスは、我々従業員にとって
職場であると同時に“生きた商品事例”でも
あります。これを使って“生きたセールス”を
実践していくためには、新オフィスをどう使
いこなすかが鍵となると考えています。弊社
における働き方改革はそうした背景からス
タートしました」と取組のきっかけを語る。
取組の原動力でもある「新オフィス」には、働
き方改革を推進していく上で欠かせない「生
産性の向上」や「コミュニケーション」が活性
化するアイデアがたくさん盛り込まれてい

る。例えば、従来の会議室のようなクローズ
された空間をあえてつくらず、思い立った時
にすぐ話し合えるオープンスペースを豊富に
設け、情報を共有しやすいフリーアドレス席
にするなど、自然と社員間にコミュニケーショ
ンが生まれるような工夫がなされている。ま
た、短時間で集中して話し合いができるよう
に、あえて椅子を置かないミーティング用
テーブルもある。
工夫はハード面だけにとどまらない。部署を
超えて各従業員自らの業務改善等のアイデ
アを募る「i-BOARD」（ホワイトボード）の活
用や、8割の書類削減に成功したという書棚

・自社の新オフィスの活用法を通して改革事例を顧客へ発信
・従業員全員参加を前提とした各「委員会」の設置
・個人の働き方改革の目標・活動方針をロッカーに貼り支社全体で共有
・「家族会」を通して従業員同士がお互いの家族の事情を把握
・個々の目標・活動方針をそれぞれ家族と共有

こ
こ
に
注
目
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および個人ロッカーの整理方法、共用備品や
書類などの保管場所と管理方法の明確化な
ど、中国支社の従業員が試行錯誤しながら、
様々なアイデアをブラッシュアップして創り
上げた。
徹底した書類の削減や整理整頓により、書類
や物を探す時間の削減とともに、業務の効率
化にもつながったという。

三吉支社長は、「働き方改革の主役は従業員
一人一人です。働き方改革を他人事のように
考えているうちは、生産性も上がらないし、
社員間のコミュニケーションも生まれませ
ん。新オフィスへの移転をきっかけに、従業
員たちがオフィスをどう使いこなすか、それ
ぞれが知恵を絞り、アイデアを出し合ってき
たことは、弊社の働き方改革に大変意義深い
ことでした」と、従業員が主体となった取組に
大きな手応えを感じている。

目標は従業員一人一人が
主役の働き方

全員参加の委員会活動を通じて、
その人らしい働き方を実現

三吉支社長が語る“従業員が主役の働き方
改革”を実現するため、中国支社では従業員
自ら実践できる働き方改革を目指して、支社
独自の取組を展開している。「その人らしく、
快適に、創造性をもって働けるように」という
目的のもと、様々な委員会が立ち上げられて
いる。委員会には、全社共通の「オフィスカイ
ゼン委員会」「ファイリング委員会」「コミュニ
ケーション促進委員会」に加え、中国支社独
自の「働き方カイゼン委員会」「アイデア活用
委員会」といった5つの種類があり、従業員
はいずれかの委員会に属している。ちなみ
に、委員会に全員参加としているのは中国支

社のみであり、そこに「従業員が主役の働き
方改革」を目指す中国支社ならではのこだわ
りがある。
例えば前述のi-BOARDの具体的な活用法
も、「アイデア活用委員会」から誕生したもの
である。
実際に活用法の考案に携わった内務部の古
澤さんは、「i-BOARDは情報共有を目的とし
たホワイトボードですが、使い方そのものは
具体化されていませんでした。そこで中国支
社では、自分たちの業務に照らし合わせて、
営業がお客さまから受けたご要望メモを
i-BOARDに貼り出し、それに対して支社全
体が自由にソリューションを書いて貼り出す
といった使い方を考案しました。委員会活動
を通じて、自分たちのアイデアが形になるこ
ともうれしいのですが、それ以上に社内での
コミュニケーションが増えたことが大きな成
果だと思います。と語る。

中国支社では、オフィス移転を記念して、従
業員の家族を招いての「家族会」を10年ぶ
りに実施した。三吉支社長は「こういう機会が
ないと、それぞれが抱える家族の事情はなか
なか見えてこないものです。その人らしい働
き方を実践していくには、従業員同士が互い
の事情を知り、理解を深めることも大切。で
きれば、今後は年1回ぐらいのペースで行っ
ていきたい」という。

意識改革の追い風となった、
家族の存在

ロッカーに貼り付けた目標と家族会で
意識改革を促進

この「家族会」は、中国支社の働き方改革を
推進させる上で、もう一つユニークな役割を
果たした。中国支社では、取組を定着させる
ため、各自のロッカーに働き方改革における
自分の目標を貼り付けているのだが、「家族
会」当日、ロッカーの目標を家族に見せて、
「家族の前で目標達成に向けてがんばること
を約束」してもらったのだ。「家族公認となれ
ば、本人もがんばらずにはいられないでしょ

う。“お父さん、有給休暇を取るって約束した
のに!”と子どもに言われたら、約束を破るわ
けにはいきませんからね」と笑いながら語る
三吉支社長。なかなか動き出さない従業員
にも、かなり効果があったようだ。
「正直なところ、以前は“働き方改革といって
も、仕事は山積みだしノー残業デーなんて自
分には関係ない。リフレッシュ休暇もありが
た迷惑”といった受け止め方をしている従業
員も少なからずいました。でも、“できない”
“関係ない”と決め付けるのは、やはりどこか
で“他人事”として受け止めているからだと
思います。まずは自分や家族の問題として真
剣に受け止めること。従業員にそう意識付け
したことで、取組のレベルはぐんとアップしま
した」
取組前と現在では、従業員一人一人の働くこ
とへの姿勢は、かなり変化しているという。働
き方改革実践企業の認定を受けてからは、
「新オフィス」ともども、メディアでも取り上
げられることもあり、従業員のモチベーショ
ンもより向上しているという。
「弊社のオフィスを紹介する機会も増えまし
た。中には“お金をかければ、ウチも変われる
のかな”とおっしゃる方がいましたが、私自身
は制度やインフラを整えただけでは何も変
わらないと思っています。働く一人一人が主
人公となって、制度やインフラをうまく運用し
てこそが重要だと思います。また、働き方改
革といっても、難しく考える必要はないと思
います。例えば、1日に書類を探す時間は全
体で20～30分あるといいますが、その時間
を短縮するための書類整理から始めてみる
のもよいでしょう。そして取組を始めたら、や
り続けることが大切です。時代や人によって
働き方も変化しますが、自分らしく働ける方
法を、常に働く人が主体となって考えるよう
な職場づくりを続けていきたいと思っていま
す。」
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安藝西条の出身です、と言うと「ああ酒処ですね。日本酒お強いでしょう」とよく言われます。し

かしながら当方はあまり強いほうではなく詳しくもありません。昨今の銘酒銘柄等々のうん蓄を語る

諸氏は苦手で、気の置けないひとと他愛もない話をしながらゆるゆると飲む酒（上燗）が一番生に

あっているようです。【両人對酌　山花開　一杯　一杯　復一杯】

とはいえ、落語にでてくるようなグイグイ飲む姿は羨ましいなと思います。どうしてあんなに旨そ

うに飲めるのか不思議でしようがありません。落語を聞きに行ったあとはどうしても飲み過ぎてしま

います。古今亭志ん生などは関東大震災の折、橋の下で一升瓶を抱えて酔いつぶれていたそうでなか

なか豪快ですがこれは少々行き過ぎですね。【酒を飲む奴　花なら蕾　今日もサケサケ　明日もサケ】

さて、西条といえば酒祭り。昨今は大変な人気ですがここ十数年私は行っていません。駅前が綺麗

になりすぎたうえ、なにより人が多すぎて疲れてしまいます。当初祭りを盛り上げようと主催関係者

の方から誘われて初回から毎年参加していました。駅前周辺にも旧家が残っていたり酒蔵通りという

より西国街道の雰囲気が残っていたように思います。参加者もまばらでそぞろ歩き。銘柄にこだわり

が無いので入場料の必要な中央会場には寄らず、ゆらゆらと酒蔵巡りをしていると「どうぞ飲んでみ

て下さい」と大き目のぐい飲みを渡されどんどんお替り（当時は無料）！結果は【酒の無い　国に行

きたい二日酔い　また三日目には帰りたくなる】ほんとうは粋に気取って飲みたいところですが残念

ながら縁が薄いようです。【お酒は気取り　酌は髱（タボ）】、【楽しみは　背に床柱　前に酒　左右に

婦（オンナ）　袖に金】

本当に日本酒が美味しいと思いだしたのは30代も半ばになってからです。それまでは勢いで飲んで

いただけで勿体無い事をしました。ある頃からは本当に旨い、肴がなくても飲みたいと思うようにな

りました。親父も晩酌を欠かした事がありませんでしたが昨年要介護の状態となり記憶もまばらに

なってきたにも関わらず飲み続けています。そしてなぜか酒を飲んでいるときは普通に会話ができま

す。【酒は百薬の長】自分のほうが親父の状況に近づいているかもしれませんが、それにしてもお酒の

清水建設㈱広島支店一級建築士事務所
辰巳　公一　

出身地：(旧)賀茂郡西条町
趣　味：車中泊無計画旅行
設計の仕事に携わりアバウト34年9ヶ月

第150回
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力とは恐ろしくもありがたいものです。ただ、飲み過ぎるのは少々心配。【命を削る鉋】

今、ちびちびとやりながら書いています。こんな取り止めのない状態が私の酒です。不幸にもこん

な輩につき合ってくれる方がいてくださるおかげで、この先も飲み続ける事になるのでしょう。まだ

まだ続けたいところですが少々酔ってきました。

お後もよろしいようですので、これで失礼をいたします。

記事とは関係ありませんが、たまたま見つけた清酒発祥の地（兵庫
県伊丹市）を紹介します。
道に迷ってＵターンしようとした路地の先。何かに引き寄せられて
いるような出会い。ゆらゆらしていると発見があります。

清酒発祥の地についての案内文

鴻池稲荷（写真奥側には本当の鴻池）
酒を造って日本一の金満家になった発祥の地。
「我に七難八苦を与えたまえ」の子孫が祖とのこと。酒の話題も膨らみます。
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会員の皆様、「私とお酒」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（082）221－0600）までお問い合わせください。



　一度このエッセイを書き上げたのですが、まさかの保存し忘れ…。思い出しながら書いているので
すが、うまくいくのか心配です。

　物心ついた時からピアノを習っており、練習嫌いで毎回のレッスンは苦痛でしたが楽器を弾くこと
自体はとても好きで、管弦楽（オーケストラ）部のある中学・高校に入学した際にバイオリンが弾き
たくて入部しました。しかし、２か月で退部して他の部活へまさかの転部。バトントワリングに中学
時代を捧げ（今の私の体型からは想像つかないと思います（笑））、高校進学後に復部した際はトロン
ボーンへ転向と、バイオリンから遠ざかっていました。
　
　再びバイオリンが弾きたくなったのは、広島市の施設で臨時職員でしたが働き始めて落ち着いた
頃。職場と家の往復ばかりの毎日に変化を求めて教室への入会を決意、数日後には楽器店でバイオリ
ンを購入と、気が急いた部分もありましたが念願叶ってのレッスン開始となりました。

　習い始めてから５年と半年が経ちましたが、幼いころからの練習嫌いが顔を出してしまい、教本が
なかなか進んでいないのが現状です。それでも習い始めた頃よりは上手になったと言い聞かせて、新
しい曲にチャレンジしています。いつか情熱大陸を一人で華麗に弾きこなせれたら最高ですね。
　しかし、教室の発表会は２、３年に一度開かれていたのですが、運営方針が変わったのかここ数年
は開催されず、発表の場が無くなりモチベーションを保つので精一杯というところ。先生が所属され
ているアマチュアオーケストラへ参加してみたいとも思うのですが、レベルの差が大きすぎて恐れ多
い感じで足が進まず…。長年の練習嫌いを克服し、もっと自信を持って弾けるようになったらアマオ
ケの門を叩こうと思います。

　バイオリンの製作で有名なのはイタリアなどですが、愛用しているバイオリンはルーマニアの工房
で作られたものです。近年は東欧の工房でも腕の良い職人が多く、またイタリアなどの工房で使う木

（一社）広島県建築士事務所協会

 事務局　長谷川　彩子
趣味：舞台観賞、旅行

第83回

～バイオリン～
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「私のお気に入り」は、協会ホームページ内（http://www.h-aaa.jp）の「京口門日記」に
カラー版を掲載しております。

私の
お気に
入り



材と同じものを使用しながらも人件費が安いので、良質な楽器を比較的安く手に入れることができる
そうです。最近は人気が出てきて価格が高騰しつつあり、日本では手に入りにくいと聞くので、良い
タイミングで良い楽器を手に入れることができて偉い！と約６年前の自分を褒めています。

　自分で楽器を買ったからには窓際の置き物にならないよう、また生涯に渡って続けれるよう、毎回
のレッスンを大事にこれからもバイオリンを弾いていけたらなと思います。

　そろそろ一度書き上げたものを思い出すのも限界となってきたので、この辺りで失礼させていただ
きます。

現在愛用中のバイオリン
ルーマニアのモガという工房で作られて
います。
幾度かの調整を経て、今は安定した音を
奏でてくれています。
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会員の皆様、「私のお気に入り」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（082）221－0600）までお問い合わせください。
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（賛助会員）

　1．事務所所在地の変更

　○小松ウオール工業㈱広島支店

　　新：〒７32-0822　広島市南区松原町５－1　ビッグフロント広島タワービル７階

　　　　　　　　　　TEL　082-263-７911　　FAX　082-263-７922

　　旧：〒７31-5123　広島市佐伯区五日市町昭和台２８－５

　　　　　　　　　　TEL　082-924-8890　　FAX　082－924-8７00

訃報
　�正会員　有富建築事務所　代表の髙田典雪氏が平成29年９月30日にご逝去されました。弔意を表す

とともに謹んでお悔やみ申し上げます。

　�顧問　小林秀矩広島県議会議員様、正会員　小林建設㈱一級建築士事務所　代表取締役小林茂樹様

のご母堂様が平成29年12月2７日にご逝去されました。弔意を表すとともに謹んでお悔やみ申し上げ

ます。

　�専務理事　河原直己様のご尊父様が平成29年12月28日にご逝去されました。弔意を表すとともに謹

んでお悔やみ申し上げます。
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編　集　後　記

2018年がスタートし「あっ」という間に一ヶ月が過ぎました。皆様はこの一ヶ月間をどう感じてお

られますでしょうか。

私の個人的な感覚では「もう二月になった？」というのが正直なところです。まだ30代前半です

が、年を重ねる毎に一日、一月、一年という時間が短いものになっていく感覚を覚えます。90歳まで

生きる予定なのですが、その頃には一年が一ヶ月程度の感覚になっているのでは？と想像すると、事

務所で一人寂しい気持ちになりました。

さて、「あっ」という間だったこの一ヶ月。自分は何をしていたのかと思い手帳を見て振り返ってみ

ると、やはり年始ということもありスケジュールが真っ黒とまでは言いませんが、公私共に何も書き

込んでいない日は数える程度でした。

充実した時間は早く過ぎ、退屈な時間は長く感じると言われます。

これを読まれている皆様は私の比ではない位ハードで「あっ」という間の毎日を過ごされていると

思います。勝手な事を言いますが、その分充実した日々であるという事で辛かろうが何だろうが良い

方に考えてみてはいかがでしょうか。

皆様が2018年を振り返った時「充実した一年だった」と思える年になる事を願っております。

� 中本　宗史　 　　
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